
2019年10月から最低賃金改定
東京は985円から1,013円 790円
待ったなし！全国一律最低賃金１，５００円

杉並区労働組合総連合

２０１９．９．１２（木）

TEL FAX 5941－5332

厚生労働省は、このほど中央最低賃金審議会の答

申を受けて地域別最低賃金改定の一覧を発表しまし

た。東京は28円アップの1,013円。しかし、地域間格

差は依然とそのままで、223円も差があります。

全労連は、財界・大企業優先の政策を改め、労働

者の暮らしを底上げすることを要求し、中小企業の

支援拡充と一体となった全国一律最低賃金制確立の

運動をいっそう強めることにしてます。

区労連は、９月30日（月）東京の最低賃金改定周

知宣伝行動を行います。（荻窪駅南東口、18時）

各単産からのご協力をお願いします。

鹿児島・
沖縄などは

人間らしい暮ら
しを保障せよ！
最低賃金を大幅
に引き上げよ！

東京地評が新宿駅西

口で宣伝行動。区労連

も参加（7月22日）
通行人にビラを配る杉並の仲間 目を引いた大きなのぼり、立て看板

●財務省が9月3日に発表した20

18年度の法人「内部留保」は

４６３兆円を超え、7年連続

過去最大に。

●一方で、人件費の伸びは1.0

％の伸びにとどまる。内部留

保を「使わないなら家計に回

せ」という声は当然。

●厚労省は9月6日に7月の勤労

統計を発表。それによると、

現金給与総額は前年同月比で

０．３％減の37万７３３４円。

実質賃金も7か月連続で減。

●複雑怪奇、混乱必至。食料品

なのかそれ以外なのか、大企

業なのか中小企業なのか、コ

ンビニなのか、現金で買う

のかカードか……これらによっ

て実質的な負担率は１０％、

８％、６％、５％、３％と５

段階に。小細工ポイント還元。

●増税なしで財源はできる。大

企業の法人税見直し、富裕層

優遇是正、米国追随ＮＯ！

年に一度の定期大会です。

各組合の要求を交流し、連帯

と団結を一層強めましょう。

昨年の定期大会の様子です

10月24日(木)18時45分
会場：産業商工会館

どこから見ても
納得がいかない



7.25

杉並区も区役所ロビーで平和展を開催した

原水禁大会杉並代表団

7月24日平和行進

9月15日(日) 杉並革新懇定例宣伝行動16時西荻南口

9月20日(金) 杉並革新懇第15回革新塾(五十嵐仁氏)

18:30～ 産業商工会館

9月27日(金) 区労連常任幹事会 19時 事務所

9月30日(月) 最低賃金周知宣伝 18時 荻窪南東口

10月8日(火) 9条の会・永福後援学習会(永田浩三氏)

18:30～永福泉区民センター

10月17日(木)年金者東京30周年 13時 杉並公会堂

10月24日(木)第28回杉並区労連定期大会

18：45～ 産業商工会館

今年も暑い夏でした。８月１５日を

前に「すいとん」を食べ「美味しかっ

た!」そしてビールを飲みながら、平

和の思いをこもごも語り合いました。
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